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主な仮設集積場所
（保管容量1,000m3以上）

追設一時保管エリア

仮設集積の最小化に向けた計画と進捗

2023年3月までに一時保管待ちの仮設集積を解消し仮設集積を最小化する計画

一時保管エリアの追設について認可が得られた際の姿を想定し、仮設集積の解消計画を立案

エリアBB,CC,ｎの仮設集積は、実施計画変更申請に伴い、一時保管エリアとして設定

固体庫9棟北側にある仮設集積について、約半数は9月7日にエリアBBへ移動完了
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